
お問合わせ先：事務局（魚沼市産業経済部農政課）TEL. 025（793）7647

魚沼市農業再生協議会

魚沼市 産業経済部 農政課   TEL. 025（793）7647

1　令和８年度の魚沼市の方向性について　　　　　　
2　令和８年度の魚沼市の重点戦略について　　　　　
3　主食用米作付目安数値について　　　　　
4　魚沼市米需給調整独自支援について　　　　　
5　国の支援制度について　　　　　　　　　
6　提出書類と回収日程について　　　　　
7　換算表　　　　　　　　　　　　　　　
8　令和８年産水稲生産実施計画書記入例 
9　令和 8 年度魚沼市農作業標準賃金・農業機械作業目安料金表

魚沼市農業再生協議会

地区別説明会資料

地区別説明会資料

令和８年度の米政策における

令和８年度の米政策における



　令和７年産米の仮渡金はこれまでになく高価格となり、農業者にとってようやく再生産

が可能な水準となったところであります。

　一方で、米価の高騰により、安価な外国産米の民間輸入が過去最高を記録し、結果とし

て国産米の売れ行きが鈍化するという事態となり、令和８年産米価格への影響が懸念され

ているところです。

　本年4月には、米を含む農畜産物の生産費を考慮し、適正な価格形成に向けた「食料シ

ステム法」が全面施行されます。農業者が安心して営農を継続できるように、再生産可能

な価格水準の安定化につながることを期待するとともに、その動向を注視してまいります。

　当協議会として、コシヒカリを主軸とした魚沼市産米が、全国の消費者から選んでいた

だくために、品質とブランド力の更なる向上を図り、魚沼市における農業再生を図ってい

く覚悟で各種取組みを推進してまいります。

　そのためにも、引き続き関係機関、関係団体、農業者が一丸となり、あらゆる課題解決

に向けて取り組んでまいります。

○�　コシヒカリの適期収穫を実現するため、早生・晩生品種の導入による作期分散と、有

機センター堆肥の活用による土づくりを支援し、コシヒカリをはじめ魚沼市産米の更な

る品質向上につなげます。

○�　コシヒカリの適期収穫に繋げるため、需要の見込める加工用米等の非主食用米への取

組みを支援します。

○�　品質向上に不可欠な土づくりを支える良質な堆肥を生産する畜産業を支えるため、Ｗ

ＣＳ用稲の取組みを支援し、耕畜連携による持続可能な地域内循環を推進します。

○�　魚沼市産米のブランド価値を高めるため、「安心・安全な農作物栽培」を推進し、GAP

認証制度及び有機ＪＡＳ認証の取組者を支援します。

　１　令和８年度の魚沼市の方向性　

　２　令和８年度の魚沼市の重点戦略　
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（１）主食用米作付目安数量
　魚沼市では魚沼の地に適した水稲を主体とした需給調整を推進するため、独自に主食用米作付
目安数値を策定します。

　令和８年産の策定方法は、認定方針作成者の見込み販売数量、その他に飯米・縁故米、
直販等の推計数量を積み上げた数量を「需要に応じた数量（売れる量）」として策定し
ます。　　

　３　主食用米作付目安数値について 

【令和８年産 作付目安の策定方法】

A　魚沼市方針作成者　R8 見込み販売数量　

B　飯米・縁故米　推計数量

C　直販等　推計数量

魚沼市全体の令和８年度主食用米作付目安数値は

数量：12,796㌧ とします。(前年目安より48.2㌧増)

面積：2,442ha（R7 実績比較：21.5ha 増）

令和８年産　主食用米生産数量目安　
2,442ha　（12,796㌧）

コシヒカリ コシヒカリ以外のうるち米、
酒米、もち米

2,352ha（12,324.4㌧） 90ha（471.6㌧）

＋

＋

目安内訳イメージ

内訳
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（２）農業者への目安数値の提示

目安のお知らせイメージ

重量換算 袋数換算
（袋/30㎏）

俵数換算
（俵/60㎏）

面積換算

① 水田面積 － － 4,570㎡

② 主食用米作付け面積 1,800kg 60 袋 30 俵 3,428㎡

③
非主食用米・
園芸等作付け目安 600kg 20 袋 10 俵 1,142㎡

袋数・俵数・面積換算でお示しします。
「収量が低い地域」の方は、俵数換算目安を目指して作付けください。
「収量が比較的多い地域」の方は、面積換算を目安として作付けください。

農業者別 目安数値
○ 基準単収は、　524kg/10aです。
　　（�目安数値等の面積換算を行う際、新潟県が示す「地域の合理的な単収」を用い

て計算しています。）

○ 経営面積に応じて、俵数もしくは面積のいずれかを目安の参考としてください。

○ �大規模農家の方には、品質向上に繋がる適期収穫実現のため、コシヒカリ以外銘
柄米や需要が見込まれる加工用米 (もち・うるち )の作付けを推奨しています。

○ 
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　４　魚沼市米需給調整独自支援

（１）令和７年「米需給調整独自支援」の総括
　８年目を迎えた「魚沼市米需給調整独自支援」は、令和７年度も多くの生産者の方々からご加
入いただき、有機センター堆肥による土づくりやコシヒカリと作期の異なる銘柄米への取組み等
により、コシヒカリの品質が確保され、米価の上昇につながりました。

（２）令和７年の概況をお知らせします（令和７年12月現在）
◎加入面積状況等

① コシヒカリ作付面積 2,293 ha

② 加入者の主食用コシヒカリ作付面積（協力金対象面積） 1,402 ha

③ 加入面積シェア率（②÷①） 62 ％

■ 加入者は、約650人で全体の約35％

◎主食用米銘柄別実績見込み

R ６実績 R ７見込 増減

①  コシヒカリ 2,259 ha 2,293 ha 34 ha

②  こしいぶき 22 ha ３２ ha  10 ha

③  その他のうるち米 36 ha ３２ ha  △ 4 ha

④  酒米・もち米等 76 ha ６３ ha △ 13 ha

主食用米合計（① + ② + ③ + ④） 2,393 ha 2,420 ha   27 ha

生産数量目安 2,354 ha 2,442 ha 88 ha

※一括管理の非主食用米を除いています。
　■　作期分散によるコシヒカリの適期刈取推進。
　■　コシヒカリ以外銘柄米へ誘導することにより、品質低下及び減収リスクを軽減。
　■　12月末現在のコシヒカリ1等米比率
　　　魚沼市　75.4%（前年 :　81.5%）　　※ JA魚沼
　■　コシヒカリの仮渡金　　1等37,000円（前年：22,500円）
　　　　　　　　　　　　　　※ JA魚沼　追加払い含む　　
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作期分散のメリット（イメージ）

令和８年「魚沼市米需給調整独自支援」単価（目安）

（３）�日本有数のトップブランド米「魚沼市産コシヒカリ」を守る令和８年度の取組み
        令和７年産から新たに開始した取組みを今年も継続して支援します。

収穫が早すぎると…

品質不安定
収穫が遅すぎると…

品質不安定
収穫に適した期間には限りがあります

早生品種のこしいぶ
きなどの作付を行い
ましょう

直播栽培や晩生品種
の作付などを行いま
せんか

高品質な
「魚沼コシヒカリ」

コシヒカリ収穫

対象作物及び取組内容 助成目安 (円／10a)
 ①　コシヒカリと作期の異なる主食用米
　 　こしいぶき、新之助　※ 20,000 円程度

　 　上記以外の品種 18,000 円程度
 ②　加工用もち米　※ 30,000 円程度
 ③　加工用うるち米　※ 50,000 円程度
 ④　飼料用米（区分管理のみ）　※ 30,000 円程度
 ⑤　WCS 用稲　50a 未満　※ 15,000 円程度
 ⑥　WCS 用稲　50a 以上　※ 30,000 円程度
 ⑦　WCS 用稲専用品種加算（つきはやか）※ 10,000 円程度
 ⑧　酒米（契約栽培のみ）　 2,000 円程度
 ⑨　担い手加算 ( 水稲作付面積３ha 以上の担い手） 700 円程度
 ⑩　有機センター堆肥購入に対して　 1,500 円程度
 ⑪　GAP 認証取得者の主食用コシヒカリ作付面積に対して 2,500 円程度
 ⑫　加工用米複数年契約　※令和 6 年から継続の者 最大 12,000 円
 ⑬　促成山菜への作付転換 4,000 円程度
 ⑭　有機 JAS 認証取得者の取組面積に対して 5,000 円程度
※ 上記単価は目安のため、今後の取組み状況により増減することもあります。
※ ① 新之助、こしいぶき、あきだわら、つきあかり以外の品種は、加入時に取組届出書の提出が必要です。
※ ②③ 加工用米の定義等　３等級以上又は1.7 ｍｍ以上のふるい目調整及び水分含有率16％以下、他。
※ ④ 飼料用米の定義等　水分含有率16％以下、被害粒25％以下、他。一括管理での生産は助成対象外です。
※ ⑤⑥⑦ 専用収穫機での収穫作業を収穫組合等へ委託します。取組みの可否は収穫組合等と相談の上決定します。
※ ⑦ つきはやかの種子販売量に限りがあるため、取組みの可否は JA魚沼と協議の上決定します。
※ ⑫ �加工用米の複数年契約は令和６年から２年以上の複数年契約が対象ですが、令和７年度以降の新規契約は

対象外です。
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主食用コシヒカリ作付面積から
協力金＝収量（8.７俵 /10a換算）× 約 300円 /俵 
をお支払いいただきます。

収量について、「作況指数」が「98」以
下の場合、地域実態に応じた収量を使用
します。

以下の取組んでいただいた面積等に対して助成金をお支払いします。
【主 食 用 米】・コシヒカリと作期の異なる主食用米（こしいぶき等）　・酒米（契約栽培のみ）
【非主食用米】・加工用もち米　・加工用うるち米　・飼料用米（区分管理）
　　　　　　・WCS用稲　・加工用米複数年契約（R6からの契約分のみ）
【米以外の作物への転換】・促成山菜（ふきのとう、うるい、タラの芽）
【環境調和型農業の取組】・有機センター堆肥を利用した土づくり　・GAPの取組
　　　　　　　　　　　・有機 JASの取組

協力金の支払いイメージ

ア　出荷分
（�方針作成者へ出荷する１等米及び２等米
分のみ）

イ　出荷以外（直販・飯米・縁故米等含む）
　（方針作成者に出荷する３等米・規格外は除く）
　　　　　＝「ア」以外

協力金は出荷分を
認定方針作成者へ支払い

協力金は出荷以外分を
再生協議会へ支払い

お支払い願います

（４）参考「魚沼市米需給調整独自支援」のしくみについて
【目的】
　① 魚沼市産コシヒカリの価格維持　　　② 魚沼市産コシヒカリの品質向上
　③ 環境調和型農業の推進
【概要】
　農家収入の維持向上を目的に魚沼産コシヒカリの価格維持のため、コシヒカリ以外の主食用米
（こしいぶき等の早生品種、酒米）や非主食用米（加工用米、飼料用米等）への作付け及びWCS
用稲や促成山菜への作付転換を支援し、主食用コシヒカリの過剰作付けを防ぐと共に、作期分散
により品質の向上を図ります。
　また、環境調和型農業を推進するため、有機センター堆肥の活用による土づくりや安全・安心
な農産物栽培に繋がるGAP 及び有機 JASの取組みを支援します。

【加入と助成】
　「魚沼市米需給調整独自支援」への加入は任意となっています。

全農家からの加入で魚沼市産コシヒカリを守りましょう。

出荷分と出荷以外分それぞれから協力金の支払いをお願いします
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○時期及び加入の流れについては変更する場合があります。
○詳細については、各時期の通知に従ってください。

１月末 認定方針作成者へ参加要請

2月中旬
農業者へ営農計画書（４枚複写）加入申請書（様式第１号）
を送付
認定方針作成者から参加届の提出（様式第２号）

２月下旬
農業者から営農計画書（４枚複写）加入申請書（様式第１号）
の回収【３月下旬まで】
認定方針作成者から参加届の提出（様式第２号）

4月上旬 農業者へ作付計画書（別記様式第１号）を送付
　　　　【６月末までに提出】

7月10日までに
参加認定方針作成者等は
　　　　主食用米出荷契約等数量農業者別出荷一覧表を
　　　　再生協に報告（様式第３号）

７月頃 現地確認

７月中旬～８月上旬 主食用コシヒカリ作付面積の算定

12月10日までに 参加認定方針作成者等は加入農業者の
生産集出荷数量を提出（様式第４号）

12月20日までに 加入農業者の主食用コシヒカリ（出荷実績分）に基づく
協力金の支払　【農業者→認定方針作成者】

12月20日までに 加入農業者は
作付実績書（別記様式２号）を再生協に提出する。

1月中旬 加入農業者へ協力金総額及び単価の確定と通知
加入農業者へ出荷実績以外の協力金支払依頼書の送付

１月中旬 参加認定方針作成者へ協力金の振込依頼書を送付

１月末 加入農業者の協力金支払い（口座引き落としを予定）
【再生協分】

3月下旬 加入農家へ助成金の支払い

魚沼市独自支援の手続きの流れ（イメージ）
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※　支援制度を受けるには「経営所得安定対策等交付金」の交付申請が必要です。

（１） 経営所得安定対策等交付金について
　・水田活用の直接支払交付金…水田を利用した転作作物に対しそれぞれの単価で交付します。

　　※魚沼市の主食用米作付目安の達成に関わらず交付対象になります。
　　　（交付対象外水田は除く）　
　　※引き続き、飼料用米、米粉用米の交付単価については、作況による調整が行われます。

　・畑作物の直接支払交付金（ゲタ）…大豆、ソバ等の畑作物に対し、数量・品質に応じ交付します。
　・収入減少影響緩和対策（ナラシ）…米価が下落した際に収入を補てんする制度です。　

　　※��当年産の販売収入が標準的収入を下回った場合に、その差額の９割を交付金と農家積立金で
補てんします。（認定農業者のみが加入できる制度です）

（２） 戦略作物助成交付金について
　　�水田活用の直接支払交付金に含まれる「戦略作物助成」は、水田を活用して、WCS用稲、加
工用米、飼料用米、米粉用米、飼料作物の生産を支援します。

（３） 産地交付金について
　　�①主食用米作付目安の達成に関わらず交付対象になります。(交付対象外水田は除く）
　　②転作田にて一定の要件を満たし、対象作物を取組めば、目安達成等に関係なく交付されます。
　　③�水田活用の直接支払交付金に含まれる「産地交付金」は、地域における振興作物の生産を

支援する国の交付金です。県と地域再生協議会がそれぞれ支援内容を設定します。

　（３－１）新潟県設定分　令和８年 産地交付金取組内容（予定）

　（３－２）魚沼市農業再生協議会設定分
　　�　支援内容、助成単価は、協議会が作成する「水田収益力強化ビジョン」に基づき定められ
ますが、令和８年の取組要件は今後、国との協議により決定するため、令和７年度の要件を
参考までにお知らせします。

　５　国の支援制度関連（令和８年 1 月現在） 

※魚沼市の主食用米作付目安の達成に関わらず交付対象になります。
　（交付対象外水田は除く）　
※飼料用米、米粉用米の交付単価については、作況による調整が行われます。

現段階で、支援作物及び単価等については未定です。

№ 対象取組内容 助成単価

1 加工用米　安定生産支援 10,000 円 /10a

2 新市場開拓用米　低コスト生産支援 10,000 円 /10a

3 米粉用米　生産性向上支援 10,000 円 /10a

4 WCS用稲・飼料作物　生産性向上支援 5,000 円 /10a
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 対象作物ごとの支援方針等
　（ア） 加工用米・新規需要米（飼料用米、米粉用米等）の推進　 
　　国との協議により支援内容を決定します。
　　加工用米の取組方法は、一括管理方式が基本です。 
　　（取組面積に応じて契約した数量は、必ず出荷が必要です。） 
　�　飼料用米・米粉用米、加工用米を区分管理方式（多収性品種の取組みも含む）で取組む場合
は方針作成者へご相談ください。 

　

　（イ） 園芸作物の推進 
　�　高収益作物等については、引き続き支援する予定です。園芸品目等の支援対象作物については、
定着性など考慮し今後、決定します。
　　※対象作物（予定）：�深雪なす、すいか、さといも、モロヘイヤ、花ハス、花き、ユリ、ブロッ

コリー、カリフラワー、加工用トマト、促成山菜（うるい１年目・２年目、
たらの芽、ふきのとう） 

　　※�その他の国の支援制度としてコメ新市場開拓等促進事業、畑地化促進事業などがあります。
詳しくは同封の『令和8年度経営所得安定対策と米政策』でご確認ください。

 

魚沼市農業再生協議会設定分　令和７年　産地交付金取組内容（参考）

№ 対象作物等 取組要件等

1
飼料用米

多収性品種による飼料用米

2 生産性向上技術を導入する飼料用米の取組

3
WCS用稲

収量向上の取組と有機センターの堆肥散布（耕畜連携）

4 早生品種の導入

5
加工用米

品質向上技術を導入する加工用米の取組

6 コシヒカリと作期が異なる品種の導入

7 米粉用米 品質向上技術を導入する米粉用米の取組

8 高収益作物 販売する対象園芸品目の排水対策

9 そば（基幹） 販売するそばの排水対策

10 二毛作加算 WCS用稲（又は園芸品目）の後作
対象園芸品目：そば、カリフラワー、ブロッコリー

11 団地化加算 すいか、ユリ、そば、WCS 用稲　50ａ以上

※一括管理方式：�主食用とは分けずに作付けし、収穫・乾燥調製までを主食用と一括して
行う方法 

※区分管理方式：作付けから収穫乾燥調製を主食用と区分し全量出荷する方法 

－　10　－



　6　提出書類と回収日程について

（１）　提出書類は、以下のものです。
　①　令和８年度（産）水稲生産実施計画書及び経営所得安定対策等交付金に係る営農計画書兼
　　　水稲共済耕地等明細書（４枚複写）
　　　・配布した営農計画書には、７年産の作付実績が印字されています。
　　　・修正等がある場合は、13ページの記入例を参考に、適宜修正してください。
　　　・令和７年12月末までの農業委員会異動分を反映してあります。

　②　令和８年度魚沼市米需給調整独自支援加入申請書
　　　 ・魚沼市独自支援制度に加入する場合、加入申請書を提出してください。

（２）　回収日程について
　　　　営農計画書に修正等を記入のうえ、各会場で確認し、回収します。
　　　　◎ 3月６日は、18：30まで受付しています。　　　　
　　　　◎ お住まいの地区に限らず、都合のつく別会場にお越しください。
　　　　◎ 積雪状況により駐車スペースに限りがあります。
　　　　　 時間帯によっては混雑も予想されますので、あらかじめご了承ください。
　　　　◎ 地域振興センターの駐車場について、インフォメーションセンター（12角形の建物）
　　　　　 より西側（小出側）をご利用ください。

開催日 時　間 会　場

3月3日（火） 14：00～16：00
守門会館　3F 多目的ホール

（北部庁舎）

3月4日（水） 14：00～16：00 堀之内公民館　1F 大ホール

3月6日（金） 14：00～18：30
魚沼市地域振興センター　
2F コンベンションホール
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　７　換算表　飼料・米粉・加工用・輸出用米面積換算表（参考）

（１）換算の基礎となる基準反収：　524㎏ /10a(1,000㎡ )
（２）計算式（転作面積 → 俵数）
　　　　転作面積（㎡）× 524 ÷（60 × 1,000）＝  必要俵数（※）
　　　　【例】　13,500㎡ × 524 ÷ 60,000 ＝ 117.9 → 118 俵
　　　　【袋換算】　118 俵×２ ＝ 236 袋
（３）交付金の計算
　　　　100㎡単位で交付金が計算されるため、0.5 俵（57㎡ ) の出荷では交付金が出ません。
　　　　【例】　加工用米　10俵 (1,145㎡ )  1,100㎡ × 10,000円 /1,000㎡ ＝ 11,000円（交付額）
　　　　　　　　　　　　　　　　　↑45㎡は切捨てて計算

【一括管理方式・基準単収 524kg】

※　67.5 俵以上の出荷予定者は、下記の計算式に基づいて算定してください。

※�小数点第１位が５未満であれば
　整数＋0.5 俵、５以上であれば
　整数に＋１俵となります

Kg 俵数 袋 ㎡
30 0.5 助成金なし 助成金なし
60 1.0 2 114 
90 1.5 3 171 

120 2.0 4 229 
150 2.5 5 286 
180 3.0 6 343 
210 3.5 7 400 
240 4.0 8 458 
270 4.5 9 515 
300 5.0 10 572 
330 5.5 11 629 
360 6.0 12 687 
390 6.5 13 744 
420 7.0 14 801 
450 7.5 15 858 
480 8.0 16 916 
510 8.5 17 973 
540 9.0 18 1,030 
570 9.5 19 1,087 
600 10.0 20 1,145 
630 10.5 21 1,202 
660 11.0 22 1,259 
690 11.5 23 1,316 
720 12.0 24 1,374 
750 12.5 25 1,431 
780 13.0 26 1,488 
810 13.5 27 1,545 
840 14.0 28 1,603 
870 14.5 29 1,660 
900 15.0 30 1,717 
930 15.5 31 1,774 
960 16.0 32 1,832 
990 16.5 33 1,889 

1,020 17.0 34 1,946 
1,050 17.5 35 2,003 
1,080 18.0 36 2,061 
1,110 18.5 37 2,118 
1,140 19.0 38 2,175 
1,170 19.5 39 2,232 
1,200 20.0 40 2,290 
1,230 20.5 41 2,347 
1,260 21.0 42 2,404 
1,290 21.5 43 2,461 
1,320 22.0 44 2,519 
1,350 22.5 45 2,576 

Kg 俵数 袋 ㎡
1,380 23.0 46 2,633 
1,410 23.5 47 2,690 
1,440 24.0 48 2,748 
1,470 24.5 49 2,805 
1,500 25.0 50 2,862 
1,530 25.5 51 2,919 
1,560 26.0 52 2,977 
1,590 26.5 53 3,034 
1,620 27.0 54 3,091 
1,650 27.5 55 3,148 
1,680 28.0 56 3,206 
1,710 28.5 57 3,263 
1,740 29.0 58 3,320 
1,770 29.5 59 3,377 
1,800 30.0 60 3,435 
1,830 30.5 61 3,492 
1,860 31.0 62 3,549 
1,890 31.5 63 3,606 
1,920 32.0 64 3,664 
1,950 32.5 65 3,721 
1,980 33.0 66 3,778 
2,010 33.5 67 3,835 
2,040 34.0 68 3,893 
2,070 34.5 69 3,950 
2,100 35.0 70 4,007 
2,130 35.5 71 4,064 
2,160 36.0 72 4,122 
2,190 36.5 73 4,179 
2,220 37.0 74 4,236 
2,250 37.5 75 4,293 
2,280 38.0 76 4,351 
2,310 38.5 77 4,408 
2,340 39.0 78 4,465 
2,370 39.5 79 4,522 
2,400 40.0 80 4,580 
2,430 40.5 81 4,637 
2,460 41.0 82 4,694 
2,490 41.5 83 4,751 
2,520 42.0 84 4,809 
2,550 42.5 85 4,866 
2,580 43.0 86 4,923 
2,610 43.5 87 4,980 
2,640 44.0 88 5,038 
2,670 44.5 89 5,095 
2,700 45.0 90 5,152 

Kg 俵数 袋 ㎡
2,730 45.5 91 5,209 
2,760 46.0 92 5,267 
2,790 46.5 93 5,324 
2,820 47.0 94 5,381 
2,850 47.5 95 5,438 
2,880 48.0 96 5,496 
2,910 48.5 97 5,553 
2,940 49.0 98 5,610 
2,970 49.5 99 5,667 
3,000 50.0 100 5,725 
3,030 50.5 101 5,782 
3,060 51.0 102 5,839 
3,090 51.5 103 5,896 
3,120 52.0 104 5,954 
3,150 52.5 105 6,011 
3,180 53.0 106 6,068 
3,210 53.5 107 6,125 
3,240 54.0 108 6,183 
3,270 54.5 109 6,240 
3,300 55.0 110 6,297 
3,330 55.5 111 6,354 
3,360 56.0 112 6,412 
3,390 56.5 113 6,469 
3,420 57.0 114 6,526 
3,450 57.5 115 6,583 
3,480 58.0 116 6,641 
3,510 58.5 117 6,698 
3,540 59.0 118 6,755 
3,570 59.5 119 6,812 
3,600 60.0 120 6,870 
3,630 60.5 121 6,927 
3,660 61.0 122 6,984 
3,690 61.5 123 7,041 
3,720 62.0 124 7,099 
3,750 62.5 125 7,156 
3,780 63.0 126 7,213 
3,810 63.5 127 7,270 
3,840 64.0 128 7,328 
3,870 64.5 129 7,385 
3,900 65.0 130 7,442 
3,930 65.5 131 7,499 
3,960 66.0 132 7,557 
3,990 66.5 133 7,614 
4,020 67.0 134 7,671 
4,050 67.5 135 7,729 
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令和8年4月1日

単　位 総　額（円） 備　　　　　考
農 作 業 賃 金 一般作業 9,900 ・賄いなし　　　・男女の別なし

軽作業 8,700 ・長期雇用は話合いで決める

機械オペレーター 14,000 ・作業内容によって話合いで決める

耕　起 9,800 ・オペ付き

代かき 13,400 ・
耕　起 8,000
代かき 11,300
耕　起 6,700
代かき 9,800

荒かき 5,500
畑 ２回打 13,400
10a未満 11,100 ・オペ付き

10a以上40a未満 9,800 ・角植えはしない

40a以上 8,600 ・除草剤同時散布の場合、両者

側条施肥加算 1,300 話合いで決める

一般田 32,900 ・オペ付きで農道まで搬出する

倒伏田 36,200 ・圃場条件 （湿田、倒伏） は、

湿田 39,500 両者話合いで決める

湿田倒伏 42,700
一般田 30,500
倒伏田 33,600
湿田 36,600
湿田倒伏 39,700
一般田 25,600
倒伏田 28,100
湿田 30,700
湿田倒伏 33,300

側 刈 り １枚 3,000 ・４カ所刈り

機 械 運 搬 １回 1,790 ・
3kmを超える場合は1km当り500
円を加算する

籾 運 搬 10a 3,700 ・運転手付き、手伝い人は除く

乾 燥 60㎏ 2,100
精玄米 60㎏ 990 ・オペ付き、手伝い人は除く

運搬料 30㎏ 120
色 彩 選 別 １回 860 ・同一袋、２回以上は1,200円

ブロードキャスター 肥料１種類 2,050 ・オペ付き、手伝い人は除く

肥 料 散 布 肥料２種類 2,900
粒剤・粉剤 1,790 ・農薬・肥料代金は別

液剤 2,400 ・動噴機を使用
10a以上 110 ・オペ付き、手伝い人は除く

10a未満 120
トラクター １時間 6,100 ・燃料代金は別

田植機 10a 4,900
溝 切 り 10a 6,100 ・2.5m位に1本を基本（又は1ｍ10円）

※料金は、消費税（10％）込みです。

※作業区分は、1区画の面積です。

　　　　　　  魚魚沼沼市市農農業業再再生生協協議議会会
　　　　　魚沼市　農政課　　　　※　電話　０２５－７９３－７６４７

令令和和８８年年度度　　魚魚沼沼市市　　農農作作業業標標準準賃賃金金・・農農業業機機械械作作業業目目安安料料金金表表
                              ここのの表表のの農農作作業業賃賃金金・・農農業業機機械械作作業業料料金金はは、、ああくくままででもも目目安安でですす。。

                              圃圃場場のの状状態態やや作作業業のの条条件件等等にによよりり、、話話しし合合いいでで加加減減ししてて決決めめててくくだだささいい。。

区　　　　　　　分

８時間
労働（消費税は不課税）　

耕 耘 作 業

10a未満の田

10a

著しく作業困難の場合は話合い
で決める10a以上

　　40a未満の田

40a以上の田

田 植 10a

コ ン バ イ ン
収 穫 作 業

10a未満

10a10a以上40a未満

40a以上

機 械 貸

調 製

玄米１袋30ｋｇ

10a

防 除 ・ 施 肥 10a

畦 塗 り １m
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Memo
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お問合わせ先：事務局（魚沼市産業経済部農政課）TEL. 025（793）7647

魚沼市農業再生協議会

魚沼市 産業経済部 農政課   TEL. 025（793）7647

1　令和８年度の魚沼市の方向性について　　　　　　
2　令和８年度の魚沼市の重点戦略について　　　　　
3　主食用米作付目安数値について　　　　　
4　魚沼市米需給調整独自支援について　　　　　
5　国の支援制度について　　　　　　　　　
6　提出書類と回収日程について　　　　　
7　換算表　　　　　　　　　　　　　　　
8　令和８年産水稲生産実施計画書記入例 
9　令和 8 年度魚沼市農作業標準賃金・農業機械作業目安料金表

魚沼市農業再生協議会

地区別説明会資料

地区別説明会資料

令和８年度の米政策における

令和８年度の米政策における


